
訟廷管理官の下に置く係について 

 

平成６年７月１８日総一第１８４号高等裁判所長官、

地方、家庭裁判所長あて総務局長依命通達 

 

改正 平成１０年３月２０日総一第８６号 

同１０年７月２７日同第２２８号 

同１６年４月１日同第１９０号 

同１９年７月２０日同第000865号 

同２０年５月３０日同第000777号 

同２２年１月２７日同第000023号 

令和６年３月６日総一第２３９号 

令和７年２月１７日総一第１２４号 

令和８年２月２７日総一第１０９号 

令和８年３月３日総一第１８８号 

 

 平成６年７月１８日付け最高裁総一第１８３号事務総長依命通達「大法廷首席書

記官等に関する規則の運用について」記第８の２の（１）の定めに基づき、標記の

係について下記のとおり定めましたので、これによってください。 

 なお、簡易裁判所に対しては、所管の地方裁判所長から伝達してください。 

               記 

第１ 規則第６条第１項の訟廷管理官の下に置く係 

  大法廷首席書記官等に関する規則（昭和２９年最高裁判所規則第９号。以下「

規則」という。）第６条第１項に規定する訟廷管理官の下に庶務係、事件係及び

記録係を、別表に定める裁判所の訟廷管理官の下に管理係を置き、各係の分掌事

務は、次のとおりとする。ただし、庶務係の分掌事務は、速記管理官の置かれて



いる地方裁判所にあっては１の（１）から（７）まで及び（１０）から（１２）

までとし、管理係の置かれている高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所にあっ

ては１の（１）、（２）、（５）から（９）まで及び（１２）とし、速記管理官

及び管理係の置かれている地方裁判所にあっては１の（１）、（２）、（５）か

ら（７）まで及び（１２）とする。 

１ 庶務係 

（１）裁判官及び裁判所書記官のてん補に関する事項 

（２）廷吏の配置及び指導監督に関する事項 

（３）法廷、準備手続室、審判廷、調停室等の事件のために使用する各室の管理

に関する事項 

（４）裁判事務用器具の使用の調整に関する事項 

（５）過料の徴収に関する事項 

（６）法廷警備等の連絡及び協議に関する事項 

（７）録音反訳に係る庶務に関する事項 

（８）裁判所速記官のてん補に関する事項 

（９）裁判所速記官の事務の連絡調整に関する事項 

（１０）事件に関するシステム等の利用及びその障害対応等に関する事項 

（１１）事件に関する事務のデジタル化に係る研修及び情報通信技術の利用につ

いての下級裁判所事務処理規則（昭和２３年最高裁判所規則第１６号）第４ 

条の部（同規則第１０条の２第２項の規定により部とみなされるものを含む。

）の支援に関する事項 

（１２）他の係に属しない事項 

２ 事件係 

（１）事件の受付及び分配に関する事項 

（２）事件に関する記録（電磁的記録を含む。）の受領及び送付並びに管理の引

継ぎに関する事項 



（３）事件に関する帳簿諸票の整備に関する事項 

（４）国選弁護人に関する事項 

（５）押収物等の受入れ、仮出し及び処分に関する事項 

（６）事件報告の資料の収集等に関する事項 

（７）裁判事件票その他の裁判統計の資料の作成に関する事項 

３ 記録係 

（１）事件に関する記録その他の書類又は電磁的記録（以下「事件記録等」とい

う。）の保存、廃棄及び独立行政法人国立公文書館への送付並びに事件に関

する帳簿諸票の保存及び廃棄に関する事項 

（２）当事者その他の関係人の事件記録等及び証拠物の閲覧、複製並びに謄写及

び複写に関する事項 

（３）当事者その他の関係人の請求による事件記録等の正本、謄本、抄本、記録

事項証明書等の交付及び提供に関する事項 

（４）裁判書、控訴趣意書、上告理由書等の謄写に関する事項 

４ 管理係 

（１）１の（３）の事項 

（２）１の（４）の事項 

（３）１の（１０）の事項 

（４）１の（１１）の事項 

第２ 規則第６条第２項の訟廷管理官の下に置く係 

 規則第６条第２項に規定する訟廷管理官の下に、別に指定するところにより、

事件係及び記録係の２係又は庶務係、事件係及び記録係若しくは事件係、記録係

及び裁判員係の３係を置く。裁判員係の分掌事務は、裁判員候補者名簿の調製、

裁判員候補者への通知、裁判員候補者に対する調査その他の裁判員及び補充裁判

員の選任に関する事項とし、庶務係、事件係及び記録係の分掌事務は、事件係及

び記録係の２係を置く場合又は事件係、記録係及び裁判員係の３係を置く場合の



事件係の分掌事務を第１に定める庶務係及び事件係の分掌事務を合わせたものと

するほか、第１に定めるところと同様とする。 

第３ 係の設置及び分掌事務の特例 

  高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁

判所の認可を得て、当該裁判所（地方裁判所にあっては、管内の簡易裁判所を含

む。）の係の設置及び分掌事務について、第１及び第２と異なる定めをすること

ができる。 

 

付記 

１ 実施 

この通達は、平成６年８月１日から実施する。 

２ 通達の廃止 

  昭和４３年１１月１日付け最高裁総一第３８０号総務局長依命通達「訟廷事務

の取扱いについて」（以下「旧通達」という。）は、平成６年７月３１日限り、

廃止する。 

３ 経過措置 

（１）この通達の実施前に旧通達の定めによる指定に基づき規則第６条第２項に規

定する訟廷管理官の下に置かれた事件係及び記録係の２係又は庶務係、事件係

及び記録係の３係は、この通達記第２の定めによる指定に基づき置かれたもの

とみなす。 

（２）係の設置及び分掌事務について、旧通達の定めによりこの通達記第１及び記

第２と異なる定めをした裁判所については、この通達記第３の定めにより最高

裁判所の認可を得てその旨の定めをしたものとみなす。 

付記（平１０．３．２０総一第８６号） 

 この通達は、平成１０年４月１日から実施する。 

付記（平１０．７．２７総一第２２８号） 



 この通達は、平成１０年８月１日から実施する。 

付記（平１６．４．１総一第１９０号） 

 この通達は、平成１６年４月１日から実施する。 

付記（平１９．７．２０総一第000865号） 

 この通達は、平成１９年７月２０日から実施する。 

付記（平２０．５．３０総一第000777号） 

 この通達は、平成２０年８月１日から実施する。 

付記（平２２．１．２７総一第000023号） 

 この通達は、平成２２年２月１日から実施する。 

付記（令６．３．６総一第２３９号） 

 この通達は、令和６年４月１日から実施する。 

付記（令７．２．１７総一第１２４号） 

 この通達は、令和７年４月１日から実施する。 

付記（令８．２．２７総一第１０９号） 

 この通達は、民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和４年法律第４８号）の施

行の日（令和８年５月２１日）から実施する 

付記（令８．３．３総一第１８８号） 

 この通達は、令和８年４月１日から実施する。 

  



（別表） 

 
 

 

高等裁判所 民事 東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、

札幌、高松 

刑事 東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、

札幌、高松 

地方裁判所 民事 東京、横浜、さいたま、千葉、大阪、京 

都、神戸、名古屋、広島、岡山、福岡、 

仙台、札幌 

刑事 東京、横浜、さいたま、千葉、大阪、京 

都、神戸、名古屋、広島、岡山、福岡、 

仙台、札幌 

家庭裁判所 家事 東京、横浜、さいたま、千葉、大阪、名 

古屋、広島、福岡、札幌 

少年 東京、横浜、さいたま、千葉、大阪、名 

古屋、広島、福岡、札幌 

 岡山、仙台 


